






 



 
中小企業者等軽減制度申込規約 

第１条（総則） 

中小企業者等軽減制度（以下「本制度」といいます。）は、日本環境安全事業株式会社（以下「当社」

といいます。）が独立行政法人環境再生保全機構（以下「機構」といいます。）から交付されるポリ塩化ビ

フェニル廃棄物処理基金助成金（以下「基金」といいます。）及び国から交付される施設整備費国庫補助

金により中小企業者等のポリ塩化ビフェニル廃棄物処理費用の負担の軽減を図るものであり、本制度に基

づく軽減措置（以下「軽減措置」といいます。）は、申込に基づき次条各号に該当するものと認められた

ポリ塩化ビフェニル廃棄物保管者（以下「保管者」といいます。）と当社との間で締結するポリ塩化ビフ

ェニル廃棄物処理委託契約（以下「契約」といいます。）について適用するものとします。 

第２条（軽減措置の対象となる保管者の範囲） 

軽減措置の対象となる保管者の範囲は、以下のとおりとします。 

１．表において主たる業種毎に定められる基準を満たす会社又は個人（ただし、大企業者（表の基準を満

たさない会社をいいます。）が、当該会社の発行済株式総数又は出資の総額の１／２以上を占めている

会社（本制度においては、大企業者として取り扱います。）を除きます。） 

表（中小企業者の業種別基準） 

主たる業種 会社 個人 参考：日本標準産業分類における対応業種※ 

①製造業 資本金又は出資の総額が3億円
以下又は常時使用する従業者
数が 300 人以下 

常時使用する従
業者数が 300 人以
下 

大分類 F（製造業）中分類 09から 32（⑤に掲げるものを
除く。） 

②卸売業 資本金又は出資の総額が1億円
以下又は常時使用する従業者
数が 100 人以下 

常時使用する従
業者数が 100 人以
下 

大分類 J（卸売・小売業）の中分類 49から 54まで 

③サービス業 資本金又は出資の総額が 5,000
万円以下又は常時使用する従
業者数が 100 人以下 

常時使用する従
業者数が 100 人以
下 

大分類 H（情報通信業）の中分類 38（放送業）及び 39（情
報サービス業。ただし、⑥に掲げるものを除く。）並びに
小分類 411（映像情報制作・配給業）、412（音声情報制作
業）及び 415（映像・音声・文字情報制作に附帯するサー
ビス業） 
大分類 L（不動産業）の小分類 693（駐車場業） 
大分類 M（飲食店、宿泊業）の中分類 72（宿泊業。ただ
し、⑦に掲げるものを除く。） 
大分類 N（医療、福祉） 
大分類 O（教育、学習支援業） 
大分類 P（複合サービス事業） 
大分類 Q（サービス業〈他に分類されないもの〉。ただし、
小分類 831〈旅行業〉を除く。） 

④小売業 資本金又は出資の総額が 5,000
万円以下又は常時使用する従
業者数が 50 人以下 

常時使用する従
業者数が 50 人以
下 

大分類 J（卸売・小売業）の中分類 55から 60まで 
大分類 M（飲食店、宿泊業）の中分類 70（一般飲食店）
及び 71 （遊興飲食店） 

⑤ゴム製品製造
業 

資本金又は出資の総額が3億円
以下又は常時使用する従業者
数が 900 人以下 

常時使用する従
業者数が 900 人以
下 

大分類 F（製造業）の中分類 20（自動車又は航空機用タ
イヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除
く。） 

⑥ソフトウェア
業又は情報処
理サービス業 

資本金又は出資の総額が3億円
以下又は常時使用する従業者
数が 300 人以下 

常時使用する従
業者数が 300 人以
下 

大分類 H（情報通信業）の中分類 39（情報サービス業）
の小分類 391（ソフトウェア業）及び小分類 392の細分類
3921（情報処理サービス業） 

⑦旅館業 資本金又は出資の総額が 5,000
万円以下又は常時使用する従
業者数が 200 人以下 

常時使用する従
業者数が 200 人以
下 

大分類 M（飲食店、宿泊業）の中分類 72（宿泊業）の小
分類 721（旅館、ホテル） 

⑧その他 資本金又は出資の総額が3億円
以下又は常時使用する従業者
数が 300 人以下 

常時使用する従
業者数が 300 人以
下 

上記以外の全て 

※総務省統計局日本標準産業分類（H14.3 改訂） http://www.stat.go.jp/index/seido/sangyo/index.htm 

 

２．次のいずれかに該当する中小企業団体等 

ア 中小企業団体の組織に関する法律(昭和３２年法律第１８５号)第３条第１項に規定する中小企業

団体（事業協同組合、事業協同小組合、火災共済共同組合、信用協同組合、協同組合連合会、企業組

合、協業組合、商工組合及び商工組合連合会） 

イ 特別の法律によって設立された組合又はその連合会であって、その直接又は間接の構成員たる事業

者の３分の２以上が前項に該当する者であるもの（アに掲げるものを除きます。） 

３．常時使用する従業員の数が１００人以下の学校法人、宗教法人、医療法人、社会福祉法人 

４．第１項から前項までに該当するものが解散又は事業を廃止した後に、次条に掲げるポリ塩化ビフェニ

ル廃棄物を保管することとなった個人 

第３条（軽減措置の対象となるポリ塩化ビフェニル廃棄物の範囲） 

軽減措置の対象となるポリ塩化ビフェニル廃棄物の範囲は以下のとおりとします。 

１．高圧トランス（受電電圧が６００Vを超えるトランスをいいます。）のうち総重量が１０ｋｇ以上のも

のがポリ塩化ビフェニル廃棄物となったもの 

２．高圧コンデンサ（受電電圧が、交流にあっては６００V を超え、直流にあっては７５０V を超えるコ

ンデンサをいいます。）のうち総重量が１０ｋｇ以上のものがポリ塩化ビフェニル廃棄物となったもの 

３．電気機器のうち総重量が１０ｋｇ以上のものがポリ塩化ビフェニル廃棄物となったもの（第１号及び

第２号に定めるものを除きます。） 

第４条（軽減額） 

基金及び施設整備費国庫補助金により軽減される処理費用の総額は以下により算出されるものとし

ます。なお、算定にあたっては、１円未満の額は切り捨てて計算するものとします。 

助成金：当社の処理料金表に基づいて算出された額に１００分の２６を乗じて得た額 

施設整備費補助金：当社の処理料金表に基づいて算出された額に１００分の４４を乗じて得た額 

第５条（申込の審査） 

当社は申込を受けた場合には、第２条及び第３条に基づき審査を行い、機構の確認を得た上でその結果

を申込者に対して遅滞なく回答するものとします。 

なお、申込書、添付書類及びこれらに記載される情報については、審査の目的のほかには用いないこと

を約します。 

第６条（申込書に虚偽の記載等があった場合の原状回復措置） 

本申込書に虚偽又は不正の記載があり、かつこれに基づいて軽減措置の適用の決定がなされた場合には、

決定を取り消すこととします。また、この場合において契約の締結及び契約金額の入金がなされた場合に

は、契約を解除した上で再度契約の意思を確認させていただきます。さらに、この場合において処理が全

て完了しているときには、本制度の適用により軽減された額に、入金が確認された日から起算した日数に

法定の利息を附した額を請求いたします。 

第 7条（申込の取下げ） 

申込を取り下げようとするときは、契約の締結の日の前日までにこれを当社に通知するものとします。 

第 8条（その他） 

上記のほか、本規約に記載の無い事項については、保管者と当社とが協議してこれを定めるものとしま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 
中小企業者等軽減制度申込規約 

第１条（総則） 

中小企業者等軽減制度（以下「本制度」といいます。）は、日本環境安全事業株式会社（以下「当社」

といいます。）が独立行政法人環境再生保全機構（以下「機構」といいます。）から交付されるポリ塩化ビ

フェニル廃棄物処理基金助成金（以下「基金」といいます。）及び国から交付される施設整備費国庫補助

金により中小企業者等のポリ塩化ビフェニル廃棄物処理費用の負担の軽減を図るものであり、本制度に基

づく軽減措置（以下「軽減措置」といいます。）は、申込に基づき次条各号に該当するものと認められた

ポリ塩化ビフェニル廃棄物保管者（以下「保管者」といいます。）と当社との間で締結するポリ塩化ビフ

ェニル廃棄物処理委託契約（以下「契約」といいます。）について適用するものとします。 

第２条（軽減措置の対象となる保管者の範囲） 

軽減措置の対象となる保管者の範囲は、以下のとおりとします。 

１．表において主たる業種毎に定められる基準を満たす会社又は個人（ただし、大企業者（表の基準を満

たさない会社をいいます。）が、当該会社の発行済株式総数又は出資の総額の１／２以上を占めている

会社（本制度においては、大企業者として取り扱います。）を除きます。） 

表（中小企業者の業種別基準） 

主たる業種 会社 個人 参考：日本標準産業分類における対応業種※ 

①製造業 資本金又は出資の総額が3億円
以下又は常時使用する従業者
数が 300 人以下 

常時使用する従
業者数が 300 人以
下 

大分類 F（製造業）中分類 09から 32（⑤に掲げるものを
除く。） 

②卸売業 資本金又は出資の総額が1億円
以下又は常時使用する従業者
数が 100 人以下 

常時使用する従
業者数が 100 人以
下 

大分類 J（卸売・小売業）の中分類 49から 54まで 

③サービス業 資本金又は出資の総額が 5,000
万円以下又は常時使用する従
業者数が 100 人以下 

常時使用する従
業者数が 100 人以
下 

大分類 H（情報通信業）の中分類 38（放送業）及び 39（情
報サービス業。ただし、⑥に掲げるものを除く。）並びに
小分類 411（映像情報制作・配給業）、412（音声情報制作
業）及び 415（映像・音声・文字情報制作に附帯するサー
ビス業） 
大分類 L（不動産業）の小分類 693（駐車場業） 
大分類 M（飲食店、宿泊業）の中分類 72（宿泊業。ただ
し、⑦に掲げるものを除く。） 
大分類 N（医療、福祉） 
大分類 O（教育、学習支援業） 
大分類 P（複合サービス事業） 
大分類 Q（サービス業〈他に分類されないもの〉。ただし、
小分類 831〈旅行業〉を除く。） 

④小売業 資本金又は出資の総額が 5,000
万円以下又は常時使用する従
業者数が 50 人以下 

常時使用する従
業者数が 50 人以
下 

大分類 J（卸売・小売業）の中分類 55から 60まで 
大分類 M（飲食店、宿泊業）の中分類 70（一般飲食店）
及び 71 （遊興飲食店） 

⑤ゴム製品製造
業 

資本金又は出資の総額が3億円
以下又は常時使用する従業者
数が 900 人以下 

常時使用する従
業者数が 900 人以
下 

大分類 F（製造業）の中分類 20（自動車又は航空機用タ
イヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除
く。） 

⑥ソフトウェア
業又は情報処
理サービス業 

資本金又は出資の総額が3億円
以下又は常時使用する従業者
数が 300 人以下 

常時使用する従
業者数が 300 人以
下 

大分類 H（情報通信業）の中分類 39（情報サービス業）
の小分類 391（ソフトウェア業）及び小分類 392の細分類
3921（情報処理サービス業） 

⑦旅館業 資本金又は出資の総額が 5,000
万円以下又は常時使用する従
業者数が 200 人以下 

常時使用する従
業者数が 200 人以
下 

大分類 M（飲食店、宿泊業）の中分類 72（宿泊業）の小
分類 721（旅館、ホテル） 

⑧その他 資本金又は出資の総額が3億円
以下又は常時使用する従業者
数が 300 人以下 

常時使用する従
業者数が 300 人以
下 

上記以外の全て 

※総務省統計局日本標準産業分類（H14.3 改訂） http://www.stat.go.jp/index/seido/sangyo/index.htm 

 

２．次のいずれかに該当する中小企業団体等 

ア 中小企業団体の組織に関する法律(昭和３２年法律第１８５号)第３条第１項に規定する中小企業

団体（事業協同組合、事業協同小組合、火災共済共同組合、信用協同組合、協同組合連合会、企業組

合、協業組合、商工組合及び商工組合連合会） 

イ 特別の法律によって設立された組合又はその連合会であって、その直接又は間接の構成員たる事業

者の３分の２以上が前項に該当する者であるもの（アに掲げるものを除きます。） 

３．常時使用する従業員の数が１００人以下の学校法人、宗教法人、医療法人、社会福祉法人 

４．第１項から前項までに該当するものが解散又は事業を廃止した後に、次条に掲げるポリ塩化ビフェニ

ル廃棄物を保管することとなった個人 

第３条（軽減措置の対象となるポリ塩化ビフェニル廃棄物の範囲） 

軽減措置の対象となるポリ塩化ビフェニル廃棄物の範囲は以下のとおりとします。 

１．高圧トランス（受電電圧が６００Vを超えるトランスをいいます。）のうち総重量が１０ｋｇ以上のも

のがポリ塩化ビフェニル廃棄物となったもの 

２．高圧コンデンサ（受電電圧が、交流にあっては６００V を超え、直流にあっては７５０V を超えるコ

ンデンサをいいます。）のうち総重量が１０ｋｇ以上のものがポリ塩化ビフェニル廃棄物となったもの 

３．電気機器のうち総重量が１０ｋｇ以上のものがポリ塩化ビフェニル廃棄物となったもの（第１号及び

第２号に定めるものを除きます。） 

第４条（軽減額） 

基金及び施設整備費国庫補助金により軽減される処理費用の総額は以下により算出されるものとし

ます。なお、算定にあたっては、１円未満の額は切り捨てて計算するものとします。 

助成金：当社の処理料金表に基づいて算出された額に１００分の２６を乗じて得た額 

施設整備費補助金：当社の処理料金表に基づいて算出された額に１００分の４４を乗じて得た額 

第５条（申込の審査） 

当社は申込を受けた場合には、第２条及び第３条に基づき審査を行い、機構の確認を得た上でその結果

を申込者に対して遅滞なく回答するものとします。 

なお、申込書、添付書類及びこれらに記載される情報については、審査の目的のほかには用いないこと

を約します。 

第６条（申込書に虚偽の記載等があった場合の原状回復措置） 

本申込書に虚偽又は不正の記載があり、かつこれに基づいて軽減措置の適用の決定がなされた場合には、

決定を取り消すこととします。また、この場合において契約の締結及び契約金額の入金がなされた場合に

は、契約を解除した上で再度契約の意思を確認させていただきます。さらに、この場合において処理が全

て完了しているときには、本制度の適用により軽減された額に、入金が確認された日から起算した日数に

法定の利息を附した額を請求いたします。 

第 7条（申込の取下げ） 

申込を取り下げようとするときは、契約の締結の日の前日までにこれを当社に通知するものとします。 

第 8条（その他） 

上記のほか、本規約に記載の無い事項については、保管者と当社とが協議してこれを定めるものとしま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


